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「にじきら」魅力発信プロモーション業務企画提案書



「にじきら」魅力発信プロモーション業務に係る企画提案書を提出します。



【添付書類】　※正本以外の写しには会社名が入らないよう印刷して下さい　
・　企画提案書（様式３－１）　　　　　　　　　　　１０部（正本１部、写９部）
・　見積書（積算内訳の記載があるもの）　　　　　　１０部（正本１部、写９部）













【連絡先】
部署
氏名
電話番号
メールアドレス



【様式３－１】




「にじきら」魅力発信プロモーション業務に係る
企画提案書

























提案者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※正本以外の写しには会社名や個人名を入れないでください




○　様式３－１作成上の留意点等
【記載内容】
・　仕様書を熟読の上、次のページに記載した１から３の項目に沿って作成してください。
・　審査会は、企画提案書がどの企画提案応募者のものかが審査員にわからないようにして運営いたします。このため、正本以外には、企画提案応募者の名称やロゴマーク等を記載しないでください（添付資料も含む）。また、企画提案応募者が容易に推測できる記載をしないで下さい
　　例）弊社が運営する△△△サイトで情報を配信する　→　×（推測可能なため）
△△△サイトで情報を配信する　→　○

【体裁・ファイル形式】
・　フォントや書式は自由に設定して結構です。横版での作成も可としますが、ページサイズはＡ４版としてください。
· 　綴じ方は長辺綴じとし、１部ずつホチキス留めしてください。

【添付資料】
・　図表の掲載や参考資料の添付も可能です（体裁やファイル形式の指定は上記と同じ）。

【ページ枚数の制限】
・　様式３－１（表紙）を除き、参考資料を含めて１５ページ以内として下さい。
・　プレゼンテーションで使用しない資料は入れないで下さい。

【その他】
・　次のページに記載してある「審査の視点」「留意点」の説明文及びこのページは、提出時には削除してください。
・　プレゼンテーション時に追加資料の提出はできません。また、既に提出した企画提案書の再提出及び差し替えもできません。

















１　業務遂行能力【審査の視点】
・委託業務を安定的に遂⾏できる実施体制となっているか。
・業務全体のスケジュールは無理がなく、妥当な計画となっているか。
・過去に類似業務の実施経験があり、その実績から良好な成果が期待できるか。
【留意点】
・実施体制として、職名、経験年数、実施体制上の役割、主な業務経験などにより高い成果を上げられ、安定的に業務を遂行できる体制であることが説明できるように記載してください。
・動画制作、店頭プロモーションなどの業務を単に遂行するのではなく、本業務の目的に向かい成果を上げるための体制であることに留意してください。
・業務全体のスケジュールが分かるよう、具体的に記載してください。
・過去の実績については、差し支えのない範囲でできるだけ具体的に記載してください。（特に国や地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人との業務実績）。











２　提案内容
【審査の視点】
・本事業の目的（県内宿泊施設・飲食店での利用拡大を主軸とした「にじのきらめき」の価値向上と需要基盤の形成）を適切に理解し、提案しているか。
〈提案内容全体について〉
・本業務の目的や背景を的確に捉え、事業全体を通じた明確な方針のもとに構成された提案内容となっているか。また、動画、店頭等でのプロモーション、販促資材が相互に連動し、事業全体として一体的に設計された提案となっているか。
〈アンバサダー考案レシピ調理動画及びWEB広告の企画・制作・実施について〉
・事業目的の達成に資する具体性及び妥当性を備えた内容になっており、アンバサダーの特性や発信力を踏まえたうえで、「にじのきらめき」の魅力がわかりやすく伝わる動画となっているか。また、配信方法や発信計画、WEB広告など動画視聴の拡大や周知効果が期待できる提案であるか。
〈店頭プロモーションに関する業務〉
・店頭等において、普段米を購入する機会の少ない米生産者が「にじのきらめき」を実際に食べ、購入することで作付け意欲の向上につながる内容となっているか。また、「にじのきらめき」を使用している店舗等において、利用者に対してにじのきらめきの特長や価値が分かりやすく伝わり、認知向上が図られる提案となっているか。さらに、これらの取組が補完的に一般県民の理解促進にも資する内容であるとともに、実施方法や運営面において、現場に過度な負担をかけず、無理のない形で実施可能な提案となっているか。
〈アンバサダー監修販促資材のデザイン・作成について〉
・事業目的に合致した情報発信ツールとしての役割を果たす内容となっており、アンバサダーの意向や世界観が適切に反映されたデザインで、山梨の自然や地域の魅力が効果的に伝わるものとなっているか。また、店舗等での利用シーンを想定し、実際の活用がイメージできる提案となっているか。
〈アンバサダーの活用〉
・やまなし「にじきら」アンバサダー（江﨑新太郎氏）の知見・発信力・イメージを十分に理解した上で、本事業の目的達成に効果的に活用する提案となっているか。
〈効果測定・KPI〉
・KPI の設定が具体的で妥当であり、測定方法および報告方法が明確であるか。
【留意点】
・本業務は、県内宿泊施設及び飲食店における「にじのきらめき」の継続的な利用拡大を県の主軸施策として推進していることを踏まえ、その取組を補完し、ブランドイメージの形成や認知度向上、理解促進を通じて需要基盤の強化に資することを目的として提案をしてください。
・動画制作、店頭プロモーション、販促資材の各取組を個別に提案するのではなく、相互にどのように連動させ、事業全体としてどのような効果を生み出すかが分かるように記載してください。
・動画制作及びWEB広告については、アンバサダーが考案するレシピを前提としつつ、当該レシピをどのような視点・構成で表現することで「にじのきらめき」の特長や価値が伝わり、本事業の目的達成につながるかという観点から記載してください。
・店頭プロモーションについては、普段米を購入する機会の少ない米生産者が「にじのきらめき」に関心を持ち、実際の購買や作付け意向につながるための工夫を記載するとともに、消費者に対する認知向上の観点も踏まえ、実施する店舗等の選定理由や実施方法について記載してください。
・KPIについては、最終的な取引量や生産量の増加に直接結びつく指標に限定せず、本事業を通じた認知、関心、行動の変化を把握できる指標も含めて提案してください。



































３　特筆すべき提案
【審査の視点】
・目的実現のための独自提案など、特筆すべき提案があるか。
【留意点】
・仕様書に記載された内容以外に取り組む独自の対案があれば記載してください。


